
都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので，同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  令和５年２月１６日 

 

                           京都市長 門 川 大 作 

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  令和３年１２月２３日   第９５９号 

  令和４年 ６月１４日  変第２５１号 

  令和４年１２月２０日  変第２５３号 

 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

   京都市山科区東野竹田２７番１、２８番１、２８番２（一部）、２８番３（一部）、 

２９番１、３１番、３２番、３２番１、３３番１、３３番３、３７番（一部）、３８ 

番１、４５番１、５６番及び５７番（一部）、同区西野山欠ノ上町１３番１、１４番、 

１５番、１７番２７、２５番１０（一部）、２５番１３、２５番２４、２６番１、 

２６番３、９４番１、９４番５、９４番７、９４番９、９７番（一部）、９９番１、 

１１１番１、１１１番２、１１１番３、１１１番４、１１２番１、１１２番２、１ 

１２番３及び１１２番４、同区西野山中臣町１番（一部）並びに市有地（未登記） 

 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  京都市下京区松原通室町西入中野之町１７６番地 

  福田金属箔粉工業株式会社 

  代表取締役 園田 修三 

   

 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 

 

 

  （都市計画局都市景観部開発指導課） 

、


